
 
 

横浜市ＭＩＣＥ機能強化の検討状況について 

  現在、（仮称）中長期ＭＩＣＥ戦略や、ＭＩＣＥ施設機能拡充の際の事業手法について、

平成 23年度に提出された「横浜市ＭＩＣＥ機能強化検討委員会」からの提言を踏まえ、 

検討しています。つきましては、庁内の検討状況について、途中経過をご報告します。 

１ 検討体制と検討経緯 

（１）検討体制 

  副市長、局長をメンバーとする「ＭＩＣＥ機能強化等庁内検討会議※」により検討 

しています。 

   ※
副市長、技監、政策局長、総務局長、財政局長、経済局長、都市整備局長、港湾局長、文化観光局長 

 

（２）検討経緯 

  ア 常任委員会への報告 

 主な報告内容 

常任委員会 

（6月） 

・「横浜市ＭＩＣＥ機能強化検討委員会」による検討結果 

提言要旨等を報告。そして、今年度には、この提言をふまえ、中長期MICE戦略の作成や、MICE

施設の機能拡充の際の事業手法などの検討に着手する旨を報告。 

・パシフィコ横浜の大規模改修へ向けた庁内検討結果 

イ 「ＭＩＣＥ機能強化等庁内検討会議」での検討経緯 
 主な検討内容 

（仮称）中長期ＭＩＣＥ戦略 ＭＩＣＥ施設の機能拡充の際の事業手法 

第１回 
（6月） 

・策定の目的 
・戦略期間 

・検討の方向性の確認 

第２回 
（9月） 

・戦略の基本方針 
・重点誘致対象 
・戦略における6つの柱 
・目標数値 

・必要とされるＭＩＣＥ施設の機能 
・候補となる敷地 
・運営主体のあり方 

（今後の予定）10月に第3回会議を開催予定 
 

２ 検討状況 

（１）（仮称）中長期ＭＩＣＥ戦略（素案）について 資料１ 

・文化観光局として、横浜ＭＩＣＥがあるべき姿を周辺まちづくりと連携しながら検

討し、中長期的な視点によるＭＩＣＥ戦略を作成します。 

・この戦略では、基本方針、重点誘致対象を定め、ソフト・ハードの両面から 

ＭＩＣＥ施策を充実させるものとし、市は質の高いＭＩＣＥ開催都市を実現します。 

 

（２）ＭＩＣＥ施設の機能拡充の際の事業手法について 資料２ 

・必要な機能として、展示ホールや会議室、レセプションホールとして利用が可能な

約1万㎡の多目的ホールや会議室、荷捌き駐車場の必要性を確認しました。 

・敷地については、必要な敷地規模と立地条件からみなとみらい中央地区の3地区を

候補として検討しています。 

・事業手法については、パシフィコ横浜の関わり方を検討し、事業スキームについて

は公設民営を含め、5案に絞り込み、検討を進めています。 
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ＭＩＣＥ施設の機能拡充の際の事業手法など 

１ 検討の前提（横浜市MICE機能強化検討委員会の提言のポイント） 
・パシフィコ横浜の強みを生かした「配置」「用途・機能」「運営形態」 
・現在開催できていないものと新たな需要に対応 
・魅力ある MICE 施設とするための事業手法や運営形態の工夫 
・MICE 機能は産業インフラという位置づけ 

 

２ 必要とされるMICE施設の概要 

（１）機能  

多目的ホール 貸室面積 約 1万㎡ 
（1万㎡展示ホール、5,000人規模の会議室、 

着席 2,000人規模のレセプションホール） 
会議室 貸室面積 約 6,500㎡ 

（パシフィコ横浜会議センターと同等規模） 
荷捌き駐車場 約 2万 2千㎡程度 

 

（２）敷地の選定の考え方 

ア 敷地規模 
１フロアで有効面積 1 万㎡の多目的ホールを整備するためには、約 2 万㎡必要 

 

イ 敷地の立地条件 
既存施設の会議センター、展示ホール、ホテルが一体となった「ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ」の 

強みをさらに発揮し、既存施設と拡充施設が一体となった開催誘致・支援を実施する。 
＜満たすべき条件＞ 

・一体施設として提案可能であること。（誘致の規模要件を満たす） 
・利用者の会場間の移動が容易であること。 
・主催者が、一体の会場としての利用可能であること。 
 

ウ 候補と考えられる敷地 

上記のア、イの条件を満たす、2ha 以上の近隣敷地は以下の３敷地。 
※アネックスホールからの距離。 

 
敷地面積 土地の形状 

パシフィコ横浜 
からの距離※ 

現状 

Ｍ
Ｍ
中
央
地
区 

20 街区 約 2.2ha 整形 70m 埋立会計、利用計画なし 
 

57＋58 街区 約 2.3ha 不整形 910m 公募予定 
（一部、暫定利用中） 

62 街区 約 2.2ha 不整形 360m 港湾局所有、公募中 
（H24.4～常時） 

 

３ 事業手法の複数案の検討 

（１）運営主体のあり方等 

ア 運営主体のあり方     

下記の観点から、拡充施設の運営については、既存施設との一体運営が望ましい。 
・開催ニーズに柔軟かつ迅速に対応するため、既存施設と一元化し、窓口の一本化 
・非効率な運営コストの発生を抑え、価格競争力を確保 
・既存施設と拡充施設を一体としたスペックの提示による誘致対象の拡大を図る 

資 料 ２ 



イ パシフィコ横浜の関わり方 
・ パシフィコ横浜の日本有数の MICE 施設としての実績や、主催者からも高い信頼を得ている開

業 21 年の営業ノウハウの蓄積を横浜 MICE の強みとして最大限活用する。 
・ 既存施設との一体的な運営により強みを生かし、さらにパシフィコ横浜の企画力、提案力、国

際競争力を生かした関わり方が望ましい。 
（参考：関わり方のパターン） 
事業主体の一員、テナントとして入居、指定管理者、業務委託 

 

（２）事業手法 

ア 基本的考え方 

・ 市の厳しい財政状況を踏まえ、独立採算による民設民営が最も望ましいが、公設民営を含め、

民間活力を取り入れた多様な事業スキームを検討。 
イ 事業手法の整理 

・ 「MICE 施設と収益施設との複合・一体的運営」と、「MICE 施設のみの整備」について、民

間活力を取り入れた多様な事業スキームの内、5 案に絞り込み、検討します。 
 
＜参考 検討するパターン＞ 

MICE施設 

所有権 

の所在 

事業手法 MICE運営事業者等の立場 

民 間

収 益 

施 設

あ り 

MICE 

施設 

のみ 

民間 

事業者 

土地貸付による民間事業 
１ 民間事業者が運営事業者等に貸付 案１  

２ 民間事業者運営事業等運営委託   

PFI 事業（BOT 方式） 

３ PFI事業者が PFI事業の中で運営 

（運営事業者等に有償貸付） 
案２ 案４ 

４ PFI 事業者が PFI 事業の中で運営 

（運営事業者等に運営委託） 
  

横浜市 

PFI 事業（BTO 方式） 

５ 指定管理者   

６ 市が運営事業者等に普通財産有償貸付 案３ 案５ 

７ PFI 事業者が PFI 事業の中で運営   

横浜市による施設整備 

（設計施工一括方式） 

８ 指定管理者  参考 

９ 市が運営事業者等に普通財産有償貸付   

１０ 市が運営事業者等に運営委託   

 
※実現可能性が低く、検討対象にしないと評価した主な理由 
２：運営も含む民間事業であり、リスクが過大で事業実現可能性が低い。 
４，７：PFI 事業では、運営者の条件を定めることができず、既存施設との一体運営が困難。 
５：条例に基づく料金設定や業務範囲での運営となるため、運営事業者の自由度が低く、既存施設との 

一体性確保が困難。 
９：起債不可（普通財産を貸し付けることを前提とした施設整備）であり、市の建設期間中の負担が過大。 

１０：市が仕様書で運営内容を定めるため、運営事業者の自由度が低く、既存施設との一体性確保が困難。 
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